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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディスプレイ及び覗き込み型のビューファイ
ンダーを有する撮像再生装置であって、
　撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き込み型のビューファインダーに
のみ、パスワード設定を行うメニューを表示させるメニュー表示制御手段を有することを
特徴とする撮像再生装置。
【請求項２】
　前記メニュー表示制御手段は、撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き
込み型のビューファインダーにのみ、目の生体認証の設定を行うメニューを表示させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像再生装置。
【請求項３】
　前記メニュー表示制御手段は、撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き
込み型のビューファインダーにのみ、視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーションを行うメ
ニューを表示させることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像再生装置。
【請求項４】
　電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディスプレイ及び覗き込み型のビューファイ
ンダーを有する撮像再生装置の制御方法であって、
　撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き込み型のビューファインダーに
のみ、パスワード設定を行うメニューを表示させるメニュー表示制御工程を有することを
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特徴とする撮像再生装置の制御方法。
【請求項５】
　前記メニュー表示制御工程は、撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き
込み型のビューファインダーにのみ、目の生体認証の設定を行うメニューを表示させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の撮像再生装置の制御方法。
【請求項６】
　前記メニュー表示制御工程は、撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き
込み型のビューファインダーにのみ、視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーションを行うメ
ニューを表示させることを特徴とする請求項４または５に記載の撮像再生装置の制御方法
。
【請求項７】
　電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディスプレイ及び覗き込み型のビューファイ
ンダーを有する像再生装置においてコンピュータに実行させるプログラムであって、
　撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き込み型のビューファインダーに
のみ、パスワード設定を行うメニューを表示させるメニュー表示制御工程をコンピュータ
に実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンピュータプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像再生装置、撮像再生装置の制御方法、コンピュータプログラム及び記録媒
体に関し、特に、複数の表示装置を有する撮像再生装置において、利便性が高く安全に使
用するための好適な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像再生装置は、電子ビューファインダー（以下、ＥＶＦとする）と液晶ディス
プレイ（以下、ＬＣＤとする）といったように、複数の表示装置を有する場合がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１で開示されている撮像再生装置の場合は、覗き込み型のＥＶＦ及び
これよりも大きな表示画面を持つＬＣＤを有し、前記ＥＶＦは撮影モード時にはＣＣＤか
ら出力された画像をスルー画像として表示する。また、前記ＬＣＤは再生モード時には記
録媒体から再生される記録画像を表示し、撮影モード時にはＥＶＦの表示画像とは異なる
画像や電子カメラの状態を示す情報を表示するようにしている。
【０００４】
　一方、ある表示装置をライブ（リアルタイム）画像表示専用にしたり、ライブ画像表示
と画像再生・メニュー表示と両方に利用したりと、それぞれの表示装置の使用目的は個々
の撮像再生装置の仕様によって異なる。そのうちＬＣＤは、一般的にライブ画像表示と画
像再生・メニュー表示と両方に使用されることが多い。
【０００５】
　複数の表示装置に対して画像再生・メニュー表示の機能を持たせる場合、それぞれの表
示装置上に表示される再生画像・メニューは全く同じである。つまり、それぞれの表示装
置が持つ表示機能は全く同じで、撮像再生装置が表示先を選択しているに過ぎない。ユー
ザは画像再生時やメニュー表示時にはそれぞれの表示装置を同等のものとして扱っている
ため、利便性という観点からＬＣＤを使用することが多い。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１６９１５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　撮像再生装置が備えるメニューの内容によっては機能的にまたは機密性のために、特定
の表示装置を使って設定を行う必要があるものがある。
【０００８】
　機能的に特定の表示装置で設定が必要なものとしては、生体認証のための虹彩登録や視
線入力ＡＦ用の視線キャリブレーションを行うメニューなどが考えられる。例えば、撮像
再生装置がＥＶＦとＬＣＤとを備える場合、これらのメニューは機能上、ファインダー内
で設定することになる。
【０００９】
　これらのメニューの設定を行う場合、一般的にユーザは、接眼して使用する必要のない
という点で、ＥＶＦより使いやすいＬＣＤ上でメニューを選択し、設定自体は接眼してＥ
ＶＦで行っている傾向にあった。しかしこの場合、パラメータ設定や設定内容の確認をす
る度に、接眼してＥＶＦを覗いてメニューの設定を行う動作と、ＥＶＦから眼を離してＬ
ＣＤ上でメニューを選択する動作とを繰り返し行っていたので、作業効率が悪かった。
【００１０】
　例えば、機密性を考慮して特定の表示装置で設定することが望ましいものとしては、パ
スワードの設定を行うメニューが考えられる。パスワードの設定はＬＣＤ上でも行うこと
は可能であるが、他人に見られるという問題があった。特に、常に他人に見られる可能性
が高い環境で設定を行うようなユーザの場合は、ＬＣＤ上で設定を行うことを可能にして
おくこと自体、非常に危険である。
【００１１】
　他人に見られる可能性がある表示装置でパスワードを設定する場合、文字キーやテンキ
ーを備える情報機器の場合は、入力したパスワードを表示装置上で例えば「＊＊＊＊」と
いうように不可視にすることによってセキュリティを実現している。
【００１２】
　しかしながら、一般的な撮像再生装置には文字キーやテンキーが備えられていないため
、撮像再生装置でパスワードを設定する場合は、十字キー等を利用して文字を選択して設
定するしか方法がなかった。よって、「＊＊＊＊」というようにパスワードを不可視にす
ることもできないため、従来の撮像再生装置においてはパスワードが漏洩しやすいという
問題があった。
【００１３】
　また、撮像再生装置において複数の表示装置で画像の再生が可能な場合、従来の技術に
よれば、それぞれの表示装置に表示可能な画像はまったく同じであった。それゆえ、ＬＣ
Ｄのような他人の目に入る表示装置上では、機密性の高い画像やプライベートな画像のよ
うに他人の前で再生表示したくない時に、そういった画像をＬＣＤで再生禁止にすると、
ＬＣＤに加えてＥＶＦでの再生もできなくなってしまう問題があった。
【００１４】
　つまり、従来は複数の表示装置のうち、一つの表示装置で再生禁止にすると、すべての
表示装置での再生表示が禁止されてしまっていた。しかしながら、場合によってはＬＣＤ
上での再生表示を禁止し、画像確認のためにＥＶＦでのみ再生表示させたいという要求が
あったが、従来はこのようなことを実現することが不可能であるという問題があった。
【００１５】
　本発明は前述の問題点にかんがみ、接眼せずに使用する第１の表示部と接眼して使用す
る第２の表示部とを備える撮像再生装置において種々のメニューを設定する際に、ユーザ
にとって利便性の高いメニュー環境を提供できるようにすることを第１の目的としている
。
　また、接眼せずに使用する第１の表示部と接眼して使用する第２の表示部とを備える撮
像再生装置における機密性を向上させて安全に使用できるようにすることを第２の目的と
する。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　本発明の撮像再生装置は、電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディスプレイ及び
覗き込み型のビューファインダーを有する撮像再生装置であって、撮影時または再生時の
メニュー表示において、前記覗き込み型のビューファインダーにのみ、パスワード設定を
行うメニューを表示させるメニュー表示制御手段を有することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の撮像再生装置の制御方法は、電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディス
プレイ及び覗き込み型のビューファインダーを有する撮像再生装置の制御方法であって、
撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き込み型のビューファインダーにの
み、パスワード設定を行うメニューを表示させるメニュー表示制御工程を有することを特
徴とする。
【００１８】
　本発明のコンピュータプログラムは、電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディス
プレイ及び覗き込み型のビューファインダーを有する像再生装置においてコンピュータに
実行させるプログラムであって、撮影時または再生時のメニュー表示において、前記覗き
込み型のビューファインダーにのみ、パスワード設定を行うメニューを表示させるメニュ
ー表示制御工程をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１９】
　本発明記録媒体は、前記に記載のコンピュータプログラムを記録したことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、電子的に画像表示を行うことが可能な液晶ディスプレイ及び覗き込み
型のビューファインダーを有する撮像再生装置において、パスワード設定を行うメニュー
を覗き込み型のビューファインダーだけに表示するようにしたので、ユーザは接眼して覗
き込み型のビューファインダーを覗くだけの状態で設定を完了することができる。これに
より、第１の表示部と第２の表示部とを交互に見ながら設定の確認をする動作を規制する
ことができるとともに、パスワードの漏洩を防いで機密性を向上させることができ、利便
性の高いメニュー環境をユーザに提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
（第１の実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　図１、２で、本発明の特徴を簡潔に説明する。
【００２４】
　図１は、本実施の形態における第１の表示装置と第２の表示装置とを備える撮像再生装
置（以下、本実施の形態においてはカメラとする）において、カメラが起動後にメニュー
の表示処理を行う手順の一例を説明するフローチャートである。
【００２５】
　図１において、カメラが起動した後に、メニューボタンが押下される（ステップＳ１０
１）とメニュー表示処理が開始される。次に、第１の表示装置がＯＮであるかどうかを判
断する（ステップＳ１０２）。この判断の結果、第１の表示装置がＯＮの場合は第１の表
示装置に表示用メニューを表示し（ステップＳ１０３）、メニュー表示処理を終了する。
また、ステップＳ１０２の判断の結果、第１の表示装置がＯＦＦの場合は第２の表示装置
に表示用メニューを表示し（ステップＳ１０４）、メニュー表示処理を終了する。
【００２６】
　図２は、本実施の形態における第１の表示装置と第２の表示装置とを備えるカメラにお
いて、カメラが起動後に再生画像の表示処理を行う手順の一例を説明するフローチャート
である。
【００２７】
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　図２において、カメラが起動後に、再生ボタンが押下される（ステップＳ２０１）と再
生画像の表示処理が開始される。次に、第１の表示装置がＯＮであるかどうか判断する（
ステップＳ２０２）。この判断の結果、第１の表示装置がＯＮの場合は第１の表示装置に
表示用の画像を再生表示する（ステップＳ２０３）。また、ステップＳ２０２の判断の結
果、第１の表示装置がＯＦＦの場合はステップＳ２０４の処理にジャンプする。
【００２８】
　次に第２の表示装置がＯＮであるかどうか判断（ステップＳ２０４）する。この判断の
結果、第２の表示装置がＯＮの場合は第２の表示装置に表示用の画像を再生表示し（ステ
ップＳ２０５）、再生画像の表示処理を終了する。また、ステップＳ２０４の判断の結果
、第２の表示装置がＯＦＦの場合は、そのまま再生画像の表示処理を終了する。
【００２９】
　図３は、本実施の形態として、カメラ３００の構成例を示す図である。
　図３において、３０１はレンズ、シャッター、絞り、ＣＣＤ等を含む撮像部である。３
０２は撮像部３０１で撮像したアナログ映像信号をデジタル画像データに変換するＡ／Ｄ
変換器である。３０３は信号処理回路で、Ａ／Ｄ変換器３０２から出力された画像データ
に対してガンマ補正やＷＢ等の処理を行って、バス３０４に出力し画像データはメモリ３
０６に記憶される。
【００３０】
　３０５は圧縮回路で、周知のＪＰＥＧフォーマットに従い、画像信号を圧縮・符号化す
る。３０６はメモリで、信号処理回路３０３から入力された画像信号を記憶し、バス３０
４、３０９を介して各装置の回路に対して出力する。また、各回路からの画像信号を記憶
する。
【００３１】
　３０７は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）及びその駆動部等からなる第１の表示部であり、
メモリ３０６から入力される画像、あるいは記憶デバイス３１１に記憶された画像、ある
いはメニュー画面を表示する。
【００３２】
　３０８は電子ビューファインダー（ＥＶＦ）及びその駆動部等からなる第２の表示部で
あり、第１の表示部３０７と同様に、メモリ３０６から入力される画像、あるいは記憶デ
バイス３１１に記憶された画像、あるいはメニュー画面を表示する。
【００３３】
　３１０はカメラ３００の動作の操作・制御を行う操作部であり、メニューボタンや再生
ボタンといった各種のスイッチを持つ。３１１はＭＰＵ（Micro Processing Unit）で、
不図示のメモリに記憶されたソフトウェアに従って、装置の各回路を制御する。
【００３４】
　３１２は記憶デバイスで、カメラ３００から着脱可能なフラッシュメモリカード等であ
り、バス３０９を介して入力される画像信号を記憶し、また記憶された画像信号を読み出
し、バス３０９介して各回路に出力する。
【００３５】
　３１３は外部通信用のインターフェースであり、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、Ｉ
ＥＥＥ１３９４、無線ＬＡＮ、Bluetooth（登録商標）等の伝送路３１４介して外部情報
機器３１５との間で画像信号の転送を行う。
【００３６】
　図４は、本実施の形態として、カメラの外見的構成例を示す図である。
　図４において、カメラ４０１は以下のように構成される。４０２は鏡筒であり、内部に
レンズを有し、沈胴してズーム等を行う。４０３はシャッターボタンであり、これを押下
することにより撮像を行う。
【００３７】
　４０４は電子ビューファインダー（ＥＶＦ）であり、図３の第２の表示部３０８に該当
する。ライブ画像・メニュー表示・画像再生のすべてを行うことができる。４０５は液晶
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ディスプレイ（ＬＣＤ）であり、図３の第１の表示部３０７に該当する。ＥＶＦ４０４と
同様に、ライブ画像・メニュー表示・画像再生のすべてを行うことができる。ただし、メ
ニュー表示時においては、ＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５はどちらかしかＯＮにすることは
できない。
【００３８】
　４０６は十字操作キーであり、メニュー画面や画像再生において任意の選択をする場合
に用いる。４０７はメニューボタンであり、ＥＶＦ４０４、ＬＣＤ４０５の各表示装置に
メニュー画面を表示させる場合や、メニュー画面を終了する場合に用いる。４０８は再生
ボタンであり、カメラ４０１を再生モードに変更し、画像の再生を可能にする。
【００３９】
　４０９はＥＶＦ４０４用ＯＮ／ＯＦＦボタンであり、４１０はＬＣＤ４０５用ＯＮ／Ｏ
ＦＦボタンである。再生時にはＥＶＦ４０４用ＯＮ／ＯＦＦボタンまたはＬＣＤ４０５用
ＯＮ／ＯＦＦボタンを用いると、ＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５とを自由にＯＮ／ＯＦＦで
きるので、同時に二つの表示装置をＯＮにすることも可能である。また、撮影直後の一時
再生表示の時は、その時に一時再生表示がＯＮになっている表示装置で一時再生表示が可
能である。
【００４０】
　ただし、前述したとおり、メニュー表示時にはＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５のうち、ど
ちらか一方しかＯＮにできない。ＥＶＦ４０４がＯＮの状態でＬＣＤ４０５がＯＮにされ
ると、自動的にＥＶＦ４０４はＯＦＦになり、ＬＣＤ４０５に表示が切り替えられること
になる。その逆も同様である。
【００４１】
　また、メニューボタン押下時にＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５と両方がＯＦＦになってい
た場合はＬＣＤ４０５が自動的にＯＮになる。メニューボタン押下時にＥＶＦ４０４とＬ
ＣＤ４０５と両方がＯＮになっていた場合はＥＶＦ４０４が自動的にＯＦＦになり、ＬＣ
Ｄ４０５のみＯＮになる。また、メニュー実行中に表示装置の切り替えを行うことはでき
ない。
【００４２】
　以下、本実施の形態は図１のフローチャートに従って、それぞれの表示装置にメニュー
を表示させる例である。第２の実施の形態は、ユーザの設定に従ってカメラ３００に記憶
された任意の画像を特定の表示装置に表示させる例である。第３の実施の形態は、ユーザ
の設定に従って以後撮影する画像を特定の表示装置に表示させる例である。また、第４の
実施の形態は、撮影した直後に一時再生表示を行い、撮影した画像をユーザの設定に従っ
て一時再生表示中に特定の表示装置に表示させる例である。
【００４３】
　第１の実施の形態について説明をしているが、本実施の形態は、複数の表示装置を備え
るカメラ３００において、メニュー表示時に生体認証の目の虹彩登録、視線入力ＡＦ用の
視線キャリブレーション、再生制限解除用のパスワード登録のメニューをＥＶＦ４０４に
のみ表示させる例である。
【００４４】
　一般的にカメラとしてＵＩ（User Interface）上に備えるべきメニューとして、
　（１）時刻設定、
　（２）各種音設定、
　（３）画像サイズ・画質の設定、
　（４）言語設定、
等があるが、これらの一般的なメニューに加え、本実施の形態におけるカメラ３００は仕
様として、下記のメニューを備える。
　（５）使用者認証用の虹彩登録、
　（６）視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーション、
　（７）再生制限用のパスワード登録。
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【００４５】
　前記に示すメニューのリストアップが完了したあと、それぞれのメニューをＥＶＦ４０
４とＬＣＤ４０５のどちらに、または両方に表示させるかを決める。
【００４６】
　図５は、それぞれのメニューについて表示先を示したリストを示す図である。
　図５において、リストアップされたメニューのうち時刻設定、各種音設定、画像サイズ
・画質の設定、言語設定メニューについては、どちらに表示させてもかまわないメニュー
であるため、ＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５との両方に表示させるようにする。
【００４７】
　一方、使用者認証用虹彩登録及び視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーションのメニュー
については、ＥＶＦ４０４に接眼しないと行うことができないメニューであるため、ＥＶ
Ｆ４０４にのみメニュー表示させるようにする。また、再生制限用のパスワード登録メニ
ューについても、セキュリティを考慮して他人の目に入らないＥＶＦ４０４にのみメニュ
ー表示させるようにする。
【００４８】
　このリストはカメラ３００内のＭＰＵ３１１内に「表示先情報」として記憶され、それ
ぞれのメニューに対して、「ＥＶＦ表示フラグ」と「ＬＣＤ表示フラグ」という二つのフ
ラグを持たせ、表示させる場合はフラグをセットした状態で記憶する。
【００４９】
　フラグのセットについては、一般的にユーザの都合でメニューを増やすことはないため
、カメラの開発時に行われることとする。カメラ３００を起動させる時に図６に示すメニ
ュー表示処理を行うことによって、図７や図８のようにそれぞれのメニューをその内容に
適した表示装置に表示させることができる。
【００５０】
　次に、図６、図７、図８を用いて、カメラ起動時のメニュー表示におけるシーケンスを
説明する。
　図６は、カメラ起動時のメニュー表示処理のシーケンスの一例を説明するフローチャー
トである。図７は、本実施の形態において図６のシーケンスに基づくメニュー表示処理中
にＬＣＤ４０５がＯＮであった場合のＬＣＤ４０５に実際に表示されるメニューの一例を
示す図である。図８は、本実施の形態において図６のシーケンスに基づくメニュー表示処
理中にＥＶＦ４０４がＯＮであった場合のＥＶＦ４０４に実際に表示されるメニューの一
例を示す図である。
【００５１】
　図６において、カメラ起動後、メニューボタンが押下される（ステップＳ６０１）とメ
ニュー表示処理が開始される。次に、ＬＣＤ４０５がＯＮであるかどうかを判断する（ス
テップＳ６０２）。この判断の結果、ＬＣＤ４０５がＯＮの場合はＭＰＵ３１１に記憶さ
れている表示先情報のうち、ＬＣＤ表示フラグがセットされているメニューをＬＣＤ４０
５上に表示する（ステップＳ６０３）。
【００５２】
　図５のリストによると、本実施の形態の場合は、
　（１）時刻設定、
　（２）各種音設定、
　（３）画像サイズ・画質の設定、
　（４）言語設定、
の４つのメニューが図７で示されるようにＬＣＤ４０５上に表示される。以上でメニュー
表示処理を終了する。
【００５３】
　また、ステップＳ６０２の判断の結果、ＬＣＤ４０５がＯＦＦの場合はＭＰＵ３１１に
記憶されている表示先情報のうち、ＥＶＦ表示フラグがセットされているメニューをＥＶ
Ｆ４０４上に表示する（ステップＳ６０４）。
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【００５４】
　図５のリストによると、本実施の形態の場合は、
　（１）時刻設定、
　（２）各種音設定、
　（３）画像サイズ・画質の設定、
　（４）言語設定、
　（５）使用者認証用の虹彩登録、
　（６）視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーション、
　（７）再生制限用のパスワード登録、
の７つのメニューが図８で示されるようにＥＶＦ４０４上に表示される。以上でメニュー
表示処理を終了する。
【００５５】
　以上、第１の実施の形態によれば本発明を用いることにより、メニュー表示時に生体認
証の目の虹彩登録、視線入力ＡＦ用の視線キャリブレーション、再生制限解除用のパスワ
ード登録のメニューをＥＶＦ４０４にのみ表示させることができる。
【００５６】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態は、図３、４のように複数の表示装置を備えるカメラにおいて、任意
の画像を特定の表示装置に再生表示させる例である。特定の表示装置にしか表示させない
ということは、特定の表示装置に対する表示を制限するということと同じであるため、任
意の画像を特定の表示装置に対して表示を制限する方法について説明する。
【００５７】
　第２の実施の形態において、カメラ３００の記憶デバイス３１２には連続番号の名前の
ついた画像ファイルが１５枚入っていることとし、初期状態では全ての画像がＥＶＦ４０
４とＬＣＤ４０５との両方で再生表示可能とする。
【００５８】
　これらの画像に対し、ユーザは１～５番までの画像ファイルについてはＥＶＦ４０４で
の再生を禁止し、６～１０番までの画像ファイルについてはＬＣＤ４０５での再生を禁止
し、１０～１５番までの画像ファイルについては通常通りＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５と
の両方で再生表示させるように変更するとする。
【００５９】
　まずユーザは、特定の表示装置にのみ表示させる１～１０番の画像ファイルについて、
再生制限設定を行う。図９は、本実施の形態における１枚の画像に対する再生制限の設定
方法の一例を示すフローチャートである。また、図１０は、本実施の形態における図９の
シーケンスに基づいたＵＩ画面の一例を示す図である。
【００６０】
　また、図１１は、本実施の形態における、再生制限設定前、１～５番の画像の再生制限
設定後、１～１０番の画像の再生制限設定後のＭＰＵ３１１内に記憶されるそれぞれの画
像再生表示先情報の一例を示す図である。記憶デバイス３１２内に記憶している画像がど
の表示装置に対して表示可能かどうかを把握するため、カメラ３００のＭＰＵ３１１に画
像表示先情報を記憶する。
【００６１】
　図１１において、画像再生表示先情報には記憶デバイス３１２内に記憶された画像それ
ぞれに対し、「ＥＶＦ再生表示フラグ」と「ＬＣＤ再生表示フラグ」とを備える。図１１
中の「○」はフラグがセットされていることを示し、空欄はフラグがクリアされているこ
とを示す。本実施の形態の場合、初期状態ではすべての画像がＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０
５と両方で再生表示可能であるから、すべての画像のＥＶＦ／ＬＣＤ再生表示フラグがセ
ットされている状態になっている。
【００６２】
　次に、図９、図１０、図１１を用いて、再生制限設定方法について説明する。
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　図９において、最初に、再生モードで再生制限設定を行う画像を選択する（ステップＳ
９０１）。
【００６３】
　次に、メニューボタンを押下して（ステップＳ９０２）、再生制限設定メニューを選択
する（ステップＳ９０３）。これにより、図１０（ａ）に示す第１のＵＩ画面Ａ０１が、
図１０（ｂ）に示す第２のＵＩ画面Ａ０２へ変わる。次に、ユーザは第２のＵＩ画面Ａ０
２において「ＥＶＦ再生禁止」または「ＬＣＤ再生禁止」または「ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁
止」または「再生禁止解除」を選択する（ステップＳ９０４）。
【００６４】
　次にステップＳ９０４でユーザが「ＥＶＦ再生禁止」または「ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止
」を選択したかどうかをチェックする（ステップＳ９０５）。このチェックの結果、「Ｅ
ＶＦ再生禁止」または「ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」を選択した場合はカメラ３００のＭＰ
Ｕ３１１に記憶されている画像表示先情報中の該当画像のＥＶＦ再生表示フラグをクリア
する（ステップＳ９０６）。また、ステップＳ９０５のチェックの結果、「ＥＶＦ再生禁
止」も「ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」も選択しなかった場合は、ステップＳ９０７の処理に
ジャンプする。
【００６５】
　本実施の形態の場合は、１～５番までの画像に対して、ユーザはステップＳ９０４にて
「ＥＶＦ再生禁止」を選択するため、ステップＳ９０６で１～５番までの画像のＥＶＦ再
生表示フラグをクリアする。よって、１～５番までの再生制限設定が完了するとカメラ３
００のＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報は図１１（ａ）に示す画像を再生する
表示先情報Ｂ０１から図１１（ｂ）に示す画像を再生する表示先情報Ｂ０２へと変わる。
【００６６】
　次に、ステップＳ９０４でユーザが「ＬＣＤ再生禁止」または「ＥＶＦ＆ＬＣＤ 再生
禁止」を選択したかどうかをチェックする（ステップＳ９０７）。このチェックの結果、
「ＬＣＤ再生禁止」または「ＥＶＦ＆ＬＣＤ 再生禁止」を選択した場合はカメラ３００
のＭＰＵ３１１に記憶されている画像表示先情報中の該当画像のＬＣＤ再生表示フラグを
クリアする（ステップＳ９０８）。また、ステップＳ９０７のチェックの結果、「ＬＣＤ
再生禁止」も「ＥＶＦ＆ＬＣＤ 再生禁止」も選択しなかった場合はステップＳ９０９の
処理にジャンプする。
【００６７】
　本実施の形態の場合は、６～１０番までの画像に対してユーザはステップＳ９０４にて
「ＬＣＤ再生禁止」を選択するため、ステップＳ９０８で６～１０番までの画像のＬＣＤ
再生表示フラグをクリアする。よって、６～１０番までの再生制限設定が完了するとカメ
ラ３００のＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報は図１１（ｂ）に示す画像を再生
する表示先情報Ｂ０２から図１１（ｃ）に示す画像を再生する表示先情報Ｂ０３へと変わ
る。
【００６８】
　次にステップＳ９０４でユーザが「再生禁止解除」を選択したかどうかをチェックする
（ステップＳ９０９）。このチェックの結果、「再生禁止解除」を選択した場合は８１０
にてカメラ３００のＭＰＵ３１１に記憶されている画像表示先情報中の該当画像のＥＶＦ
／ＬＣＤ再生表示フラグ両方をセットする（ステップＳ９１０）。
【００６９】
　以後はＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５と両方で再生表示可能になる。また、ステップＳ９
０９のチェックの結果、「再生禁止解除」を選択しなかった場合は、ＥＶＦ／ＬＣＤ再生
表示フラグがそのままの状態で処理は終了する。
【００７０】
　次に再生制限設定後の再生表示方法を図１２のフローチャートを用いて説明する。図１
２は、本実施の形態において、画像を再生制限設定した状態における再生表示方法を示す
フローチャートである。
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【００７１】
　図１２において、カメラ起動後、再生用ボタンが押下されると（ステップＳ１２０１）
、ＬＣＤ４０５がＯＮになっているかどうかをチェックする（ステップＳ１２０２）。こ
のチェックの結果、ＬＣＤ４０５がＯＮである場合はカメラ３００のＭＰＵ３１１内に記
憶されている画像表示先情報の中の画像のうち、ＬＣＤ再生表示フラグがセットされてい
る画像がＬＣＤ４０５上に再生表示される（ステップＳ１２０３）。
【００７２】
　具体的には、ファイル名の順列で一番目の画像がＬＣＤ４０５上に表示され、ユーザは
「送り」ボタン等を押すなどして、ＬＣＤ再生表示フラグがセットされている画像を順に
ＬＣＤ４０５上に再生表示することができる。本実施の形態の場合は、ＬＣＤ再生表示フ
ラグがセットされている１～５番と１１～１５番の画像がＬＣＤ４０５上で再生表示可能
となる。
【００７３】
　また、ステップＳ１２０２のチェックの結果、ＬＣＤ４０５がＯＦＦの場合はＥＶＦ４
０４がＯＮになっているかどうかをチェックする（ステップＳ１２０４）。このチェック
の結果、ＥＶＦ４０４がＯＮの場合はカメラ３００のＭＰＵ３１１内に記憶されている画
像表示先情報の中の画像のうち、ＥＶＦ再生表示フラグがセットされている画像がＥＶＦ
４０４上に再生表示される（ステップＳ１２０５）。
【００７４】
　具体的には、ファイル名の順列で一番目の画像がＥＶＦ４０４上に表示され、ユーザは
「送り」ボタン等を押すなどして、ＥＶＦ再生表示フラグがセットされている画像を順に
ＥＶＦ４０４上に再生表示することができる。本実施の形態の場合、ＥＶＦ再生表示フラ
グがセットされている５～１５番の画像がＥＶＦ４０４上で再生表示可能となる。
【００７５】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態は、図３及び図４のように、複数の表示装置を備えるカメラにおいて
、以後に撮影する画像を特定の表示装置に再生表示させる例である。
【００７６】
　図１３は、本実施の形態における、今後撮影する画像に対する再生表示先の選択におけ
る設定方法の一例を示すフローチャートである。また、図１４は、図１３のフローチャー
トに基づいたＵＩ画面の一例を示す図である。また、図１５は、本実施の形態における、
撮影前、５枚目までの撮影後、１０枚目までの撮影後のＭＰＵ３１１に記憶される画像再
生表示先情報の一例を示す図である。
【００７７】
　第２の実施の形態同様に、記憶デバイス３１２内に記憶している画像がどの表示装置に
対して表示可能かどうかを把握するため、カメラ３００のＭＰＵ３１１に画像表示先情報
を記憶する。図１５に示すように画像再生表示先情報には記憶デバイス３１２内に記憶さ
れた画像それぞれに対し、「ＥＶＦ再生表示フラグ」と「ＬＣＤ再生表示フラグ」とを備
える。図１５中の「○」はフラグがセットされていることを示し、空欄はフラグがクリア
されていることを示す。
【００７８】
　次に図１３、図１４、図１５を用いて、撮影画像の再生制限設定方法について説明する
。
　図１３において、最初に、撮影モードでメニューボタンを押下する（ステップＳ１３０
１）。次に、撮影画像再生制限設定メニューを選択する（ステップＳ１３０２）。これに
より、図１４（ａ）に示す第１のＵＩ画面Ｅ０１が、図１４（ｂ）に示す第２のＵＩ画面
Ｅ０２へ変わる。
【００７９】
　次に、ユーザは第２のＵＩ画面Ｅ０２において、「撮影画像ＥＶＦ再生禁止」または「
撮影画像ＬＣＤ再生禁止」または「撮影画像ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」または「撮影画像
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再生禁止解除」を選択する（ステップＳ１３０３）。
【００８０】
　次に、ステップＳ１３０３でユーザが「撮影画像ＥＶＦ再生禁止」または「撮影画像Ｅ
ＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」を選択したかどうかをチェックする（ステップＳ１３０４）。こ
のチェックの結果、「撮影画像ＥＶＦ再生禁止」または「撮影画像ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁
止」を選択した場合は、ＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報中のＥＶＦ再生表示
フラグを、以後に撮影する画像に対して自動的にクリアする処理をＭＰＵ３１１内の撮影
画像処理に追加する（ステップＳ１３０５）。また、ステップＳ１３０４のチェックの結
果、「撮影画像ＥＶＦ再生禁止」も「撮影画像ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」も選択しなかっ
た場合は、ステップＳ１３０６の処理にジャンプする。
【００８１】
　次に、ステップＳ１３０３でユーザが「撮影画像ＬＣＤ再生禁止」または「撮影画像Ｅ
ＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」を選択したかどうかをチェックする（ステップＳ１３０６）。こ
のチェックの結果、「撮影画像ＬＣＤ再生禁止」または「撮影画像ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁
止」を選択した場合は、ＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報中のＬＣＤ再生表示
フラグを、以後に撮影する画像に対して自動的にクリアする処理をＭＰＵ３１１内の撮影
画像処理に追加する（ステップＳ１３０７）。また、ステップＳ１３０６のチェックの結
果、「撮影画像ＬＣＤ再生禁止」も「撮影画像ＥＶＦ＆ＬＣＤ再生禁止」も選択しなかっ
た場合は、ステップＳ１３０８の処理にジャンプする。
【００８２】
　次に、ステップＳ１３０３でユーザが「撮影画像再生禁止解除」を選択したかどうかを
チェックする（ステップＳ１３０８）。このチェックの結果、「撮影画像再生禁止解除」
を選択した場合は、ＭＰＵ３１１内の撮影画像処理にＥＶＦもしくはＬＣＤ再生表示フラ
グを自動的にクリアする処理が追加されていれば、ＥＶＦもしくはＬＣＤ再生表示フラグ
を自動的にクリアする処理を撮影画像処理から削除する（ステップＳ１３０９）。
【００８３】
　これにより、以後に撮影する画像はＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５と両方で再生表示可能
となる。また、ステップＳ１３０８のチェックの結果、「撮影画像再生禁止解除」を選択
しなかった場合は、ＥＶＦ／ＬＣＤ再生表示フラグを自動的にクリアする処理がそのまま
残った状態で処理は終了する。
【００８４】
　本実施の形態においては、カメラ３００の記憶デバイス３１２内に画像が一枚も記憶さ
れていない状態で、以後に撮影する画像をＥＶＦ４０４にのみ再生表示するように設定し
た後で５枚撮影を行い、その後撮影する画像の再生制限を解除した後、さらに５枚撮影を
する。この場合、まずは図１３のフローチャートに従って撮影する画像のＬＣＤ４０５へ
の再生表示を制限するように設定を行う。
【００８５】
　図１３のフローチャートに従うと、ステップＳ１３０２にてユーザが「撮影画像再生制
限登録メニュー」を選択すると、図１４（ａ）に示す第１のＵＩ画面Ｅ０１が、図１４（
ｂ）に示す第２のＵＩ画面Ｅ０２に変わる。ステップＳ１３０３にてユーザは「撮影画像
ＬＣＤ再生禁止」を選択する。
【００８６】
　これにより、ステップＳ１３０７にて以後に撮影する画像に対するＭＰＵ３１１に記憶
している画像表示先情報中のＬＣＤ再生表示フラグを自動的にクリアする処理をＭＰＵ３
１１内の撮影画像処理に追加し、図１３のフローチャートを終了する。
【００８７】
　次に、５枚の撮影を行うが、撮影前のＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報は、
記憶デバイス３１２に一枚も画像がない状態なので、図１５（ａ）に示すように、このと
きの画像を再生する表示先情報Ｆ０１は初期状態になっている。
【００８８】
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　以上の処理を行った後に、１枚目の撮影を行うと、ＭＰＵ３１１内の撮影画像処理にＭ
ＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報中のＬＣＤ再生表示フラグを自動的にクリアす
る処理が追加されているため、画像表示先情報中の撮影された画像のＬＣＤ再生表示フラ
グはクリアされ、ＥＶＦ再生表示フラグだけがセットされる。
【００８９】
　よって、撮影直後の一時再生表示はＥＶＦ４０４でのみ行うことができる。同様に２枚
目から５枚目の撮影を行う。５枚撮影後のＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報は
、図１５（ｂ）に示すように、このときは画像を再生する表示先情報Ｆ０２の状態になっ
ている。
【００９０】
　次に、図１３のフローチャートに従って、撮影する画像のＬＣＤ４０５への再生表示制
限の解除処理を行う。図１３において、ステップＳ１３０２にてユーザが「撮影画像再生
制限登録メニュー」を選択すると、図１４に示すＵＩ画面は画面Ｅ０１から画面Ｅ０２に
変わる。ステップＳ１３０３にてユーザは「撮影画像再生禁止解除」を選択する。これに
より、ステップＳ１３０９にてＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報中のＬＣＤ再
生表示フラグを自動的にクリアする処理を削除し、図１３のフローチャートを終了する。
【００９１】
　以上の解除処理を行った後、６枚目の撮影を行うと、ＬＣＤ４０５への再生表示制限が
解除されているため、画像表示先情報中の撮影された画像のＥＶＦ４０４とＬＣＤ４０５
と両方の再生表示フラグがセットされる。よって、撮影直後の一時再生表示はＥＶＦ４０
４とＬＣＤ４０５との両方で行うことができる。同様に７枚目から１０枚目の撮影を行う
。
【００９２】
　１０枚目撮影後のＭＰＵ３１１に記憶している画像表示先情報は、図１５（ｃ）に示す
ように、この場合は画像を再生する表示先情報Ｆ０３の状態になっている。１０枚の撮影
を完了し、カメラ３００を再生モードにして撮影した１０枚の画像を再生させると、第２
の実施の形態と同様に図１２の再生表示処理によって、撮影した１枚目から５枚目の画像
はＥＶＦ４０４のみに再生表示され、６枚目から１０枚目の画像はＥＶＦ４０４とＬＣＤ
４０５との両方に再生表示される。
【００９３】
　以上のように、再生表示先の指定が、撮影前にも設定することができるため撮影後に一
枚ずつ毎回表示先を設定する必要がなくなる。
【００９４】
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態は、図３、４のように複数の表示装置を備えるカメラにおいて、撮影
直後の一時再生表示中に、特定の表示装置に再生表示させる設定を行う例である。
【００９５】
　本実施の形態では、撮影した画像の一時再生表示中に、メニューボタンを押下すれば、
図９のフローチャートにおけるステップＳ９０２以降のステップと同様な手順で設定を行
うことができる。さらに図１２のフローチャートと同様の手順で一時再生表示中に選択し
た表示装置で撮影した画像を再生表示させることができる。
【００９６】
（本発明に係る他の実施の形態）
　前述した本発明の実施の形態における撮像再生装置を構成する各手段、並びに画像及び
メニューの表示方法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプ
ログラムが動作することによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００９７】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等とし
ての実施の形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用し
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てもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００９８】
　なお、本発明は、前述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実
施の形態では図１、図２、図６、図９、図１２、図１３に示すフローチャートに対応した
プログラム）を、システムあるいは装置に直接、あるいは遠隔から供給し、そのシステム
あるいは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行するこ
とによっても達成される場合を含む。
【００９９】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０１００】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【０１０１】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【０１０２】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、前記ホームページから本発明のコンピュータ
プログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【０１０３】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【０１０４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０１０５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
の形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動し
ているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実
施の形態の機能が実現され得る。
【０１０６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施の形態の機
能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるメニュー表示方法を示すフローチャートである
。
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【図２】本発明の第１の実施の形態による画像再生方法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるカメラの内部構成を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるカメラの外見的構成を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるメニュー表示先リストの一例を示す図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態におけるメニュー表示先設定方法を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の第１の実施の形態における図６のシーケンスに基づくメニュー表示処理
終了後のＬＣＤに実際に表示されるメニューの一例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における図６のシーケンスに基づくメニュー表示処理
終了後のＥＶＦに実際に表示されるメニューの一例を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態における１枚の画像に対する再生制限設定シーケンス
を説明するフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施の形態における図９のシーケンス処理中のＵＩ上画面の一
例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態における再生制限設定前の初期状態と１～５番の画
像の再生制限設定後と１～１０番の画像の再生制限設定後の画像再生表示先情報の一例を
示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態における再生制限設定後の再生表示方法を示すシー
ケンスを説明するフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施の形態における撮影する画像の再生表示先の選択を設定す
るシーケンスを説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態における図１３のシーケンス処理中のＵＩ上画面の
一例を示す図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態における撮影前の初期状態と、５枚目までの撮影後
と、１０枚目までの撮影後の画像を再生する表示先情報の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　３００　カメラ
　３０１　撮像部
　３０２　Ａ／Ｄ
　３０３　信号処理回路
　３０４　バス
　３０５　圧縮回路
　３０６　メモリ
　３０７　第１の表示部
　３０８　第２の表示部
　３０９　バス
　３１０　操作部
　３１１　ＭＰＵ
　３１２　記憶デバイス
　３１３　通信用Ｉ／Ｆ
　３１４　伝送路
　３１５　外部情報機器
　４０１　カメラ
　４０２　鏡筒
　４０３　シャッターボタン
　４０４　電子ビューファインダー（ＥＶＦ）
　４０５　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
　４０６　十字操作キー
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　４０７　メニューボタン
　４０８　再生ボタン
　４０９　第１のＯＮ／ＯＦＦボタン
　４１０　第２のＯＮ／ＯＦＦボタン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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